
 

公共施設等マネジメント推進業務 今後の進め方について（案） 

 

 

◇令和 6 年度から１８年度までの取り組み 

対象施設 ： ①今後１０年以内に耐用年数を迎えるもの 

          ②使用頻度が低く、コストがかかっているもの 

          ③除却できるのに残っていたもの（岸本保育所、旧赤岡保育所など） 

 

   ●R6 年度のスケジュール 

日 程 業務内容 

R6.4 月中旬 事務局から各所管課へデータ送付 

R6.4 月中旬 作業部会（作業内容説明） 

R6.4 月中旬～下旬 所管課で対象施設のピックアップ 

R6.4 月下旬 作業部会（所管課間協議） 

R6.5 月上旬 第 6 回検討会 

R6.7 月上旬 作業部会～第 7 回検討会 

R6.9 月下旬 作業部会～第 8 回検討会 

R7.2 月 第 9 回検討会（計画決定） 

日程未定 職員研修 

 

 

●事務局 

・説明会の実施 

月 日 会  場 

4 月 22 日（月） 夜須公民館（2 階大研修場） 

4 月 23 日（火） のいちふれあいセンター（2 階研修室） 

4 月 24 日（水） 吉川防災コミュニティセンター（2 階ホール） 

4 月 25 日（木） 赤岡市民館（1 階ホール） 

4 月 26 日（金） 香我美市民館（1 階ホール） 

 

・ＡからＤまでのグループごとの施設の明示と洗い出し 

※物理的耐用年数が到達するもの、使用頻度が極めて低くコストがかかっているもの 

 

 

●所管課 

・事務局からのデータを基に対象施設をピックアップ → 検討会に提出 

・検討会で確認後、地域・関係者と協議 
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●検討会 

・対象施設の確認 

     ・施設の取り扱いを個別に検証 

 

 

◇令和１９年度～ 

集約を視野に入れながらエリアごとに検討 

 

 

◇令和２９年度～ 

市全体的な再配置計画 


